
パブリックコメントの結果概要 
「静岡市資源循環啓発施設条例の一部改正の中間案」   

 
 
１ 実施内容                                                           

（１）実 施 期 間  令和７年 10 月 14 日から令和７年 11 月 13 日まで 

（２）資 料 掲 出  市ホームページ、各区役所 市政情報コーナー、ごみ減量推進課 

（３）周 知 方 法  市ホームページ及び市公式 LINE 

（４）意見提出方法  電子申請、郵送、ファクシミリ、持参 

 

２ 実施結果                                                         

（１）意見提出者数  ３名 

（２）意見提出件数  ３件 

 

３ 意見の内容                                                         

（１）土曜日・祝日における来場者数が多くなければ休館日としてよい 

（２）広く周知すれば問題なし 

（３）２カ月に１回開館してほしい 

 

4 意見の取扱い                                                                                                       

（１）中間案のとおりとしたい：令和８年４月１日からの休館日：土曜日・日曜日・祝日 

（２）休館日の変更について、広く周知する 

（３）土曜日の開館について、イベント等を実施する場合においては、特別に開館する

方向で検討していく 

 

５ 詳細の意見内容と対応                                               

 別紙一覧「静岡市資源循環啓発施設条例の一部改正の中間案に対する意見提出 

の内容について」のとおり 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                    静岡市環境局ごみ減量推進課 


